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答   申 

 

審査請求人（以下「請求人」という。）が提起した地方税法（以下

「法」という。）及び東京都都税条例（昭和２５年東京都条例第５６号。

以下「条例」という。）の規定に基づく各不動産取得税賦課処分に係る

各審査請求について、審査庁から諮問があったので、次のとおり答申す

る。  

 

第１  審査会の結論  

 本件各審査請求は、いずれも棄却すべきである。  

 

第２  審査請求の趣旨  

本件各審査請求の趣旨は、東京都○○都税事務所長（以下「処分

庁」という。）が、請求人に対し、平成３０年２月７日付けの各納

税通知書（３通）により行った別紙１物件目録１ないし３記載の各

土地（以下、同目録記載の順に、それぞれの土地を、「本件土地

１」、「本件土地２」及び「本件土地３」といい、これら３筆の土

地を併せて「本件各土地」という。）の各取得に係る各不動産取得

税賦課処分（内容は、別紙２賦課処分目録１ないし３記載のとお

り。以下「本件各処分」という。）について、いずれもその取消し

を求めるというものである。  

 

第３  請求人の主張の要旨  

請求人は、おおむね、以下の理由から、本件処分は違法又は不当

である旨主張しているものと解される。  

本件各土地の取得は、故人の相続財産について、遺留分減殺請求

権を行使したうえ、共同相続人間において分割を行ったことによる
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ものであるから、法定相続における遺産分割とパラレルに考えるべ

き事案であって、「相続による不動産の取得」として、法７３条の

７第１号を適用して非課税とされるべきものである。処分庁は、私

的取引社会における事実の流れを勝手に分断し、その一部だけに税

法を適用しており、裁量権の逸脱であって許されない。  

なお、法７３条の７の非課税規定の立法趣旨にある「担税能力の

欠如」という点を併せ考えるべきである。  

また、本件分割による取得が「共有物の分割による不動産の取

得」であるとして、法７３条の７第２号の３を適用するとしても、

本件では、相続財産に属する複数の不動産を一括して、共同相続人

相互の持分割合に応じて分割したのであるから、同号かっこ書にい

う「持分の割合を超える部分」の取得はないものであって、非課税

とされるべきである。  

したがって、本件各処分は、法の非課税規定に反して課税を行っ

た違法・不当な処分であり、取消されるべきである。  

 

第４  審理員意見書の結論  

本件審査請求は理由がないから、行政不服審査法４５条２項に

より、棄却すべきである。  

 

第５  調査審議の経過  

   審査会は、本件諮問について、以下のように審議した。   

年  月  日  審  議  経  過  

平成３０年  ８月２７日  諮問  

平成３０年  ９月  ３日  

 

閲覧等請求書収受   

請求人から口頭意見陳述申立書収受  

平成３０年  ９月１１日  閲覧等請求書収受  

平成３０年１０月  ５日  審議（第２６回第２部会）  
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平成３０年１０月  ９日  請求人へ口頭意見陳述を実施しない

ことの通知を発出   

平成３０年１０月１２日  請求人から口頭意見陳述申立書収受  

審査庁に閲覧等請求に係る意見照会  

平成３０年１１月  ７日  審議（第２７回第２部会）  

平成３０年１１月  ８日  請求人へ口頭意見陳述を実施しない

ことの通知を発出   

平成３０年１１月１３日  

 

閲覧等請求に係る一部開示決定及び  

非開示決定  

平成３０年１１月１４日  閲覧等請求書収受  

平成３０年１１月１９日  

 

閲覧等請求に係る一部開示決定及び

非開示決定  

平成３０年１１月２０日  閲覧等の実施  

平成３０年１２月１７日  請求人から主張書面を収受  

平成３０年１２月２６日  審議（第２８回第２部会）  

 

第６  審査会の判断の理由  

１  法令等の定め及び判例等  

⑴  不動産取得税における「不動産の取得」に関する定め及び判例  

法７３条の２第１項の規定によれば、不動産取得税は、不動産

の取得に対し、当該不動産の取得者に課することとされている。  

また、判例によれば、法７３条の２第１項にいう「不動産の取

得」とは、他に特段の規定がない以上、不動産所有権の取得を意

味するものと解するのが相当であり、その取得が認められる以

上、取得原因のいかんを問わないものと解すべきであるとされて

いる（最高裁判所昭和４５年１０月２３日判決・最高裁判所裁判

集民事１０１号１６３頁）。さらに、「不動産の取得」とは、不
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動産の取得者が実質的に完全な内容の所有権を取得するか否かに

は関係なく、所有権移転の形式による不動産の取得のすべての場

合を含むものと解するのが相当であるとされている（最高裁判所

昭和４８年１１月１６日判決・最高裁判所民事判例集２７巻１０

号１３３３頁）。  

また、「同条（法７３条）の２第１項の規定は、同条の３ない

し７において列挙する場合に該当しない限り、売買、贈与、交

換、建築その他不動産所有権の取得原因を問わず当該不動産所有

権の取得に対し、その取得者に課税すべきことを定めたものと解

するのが相当である。」と解されている（東京地方裁判所昭和３

８年１２月２８日判決・行政事件裁判例集１４巻１２号２１８４

頁）。  

なお、共有不動産の分割により他の共有者の有していた持分を

取得することは、法７３条の２第１項にいう「不動産の取得」に

当たるとされている（最高裁判所昭和５３年４月１１日判決・最

高裁判所民事判例集３２巻３号５８３頁）。  

⑵  「形式的な所有権の移転等に対する不動産取得税の非課税」に

関する定め  

法７３条の７の規定は、次に掲げる不動産の取得に対しては、

不動産取得税を課することができないとし、非課税とすべき取得

事由を列挙する。  

ア  同条１号として、「相続（包括遺贈及び被相続人から相続人

に対してなされた遺贈を含む。）による不動産の取得」を非課

税とするものとしている。  

イ  同条２号の３として、「共有物の分割による不動産の取得

（当該不動産の取得者の分割前の当該共有物に係る持分の割合

を超える部分の取得を除く。）」を非課税とするものとしてい

る（平成１３年法律第８号よる改正により本号追加）。  

⑶  「取扱通知」について  
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地方自治法２４５条の４の規定に基づく技術的な助言である

「地方税法の施行に関する取扱いについて（道府県税関係）」

（平成２２年４月１日付総税都第１６号総務大臣通知。以下「取

扱通知」という。）の第５章・第１・５の２・⑵によれば、不動

産取得税を課する対象となりうる共有物の分割による不動産の取

得に関し、「複数の共有地で互いに隣接し、その共有者が同一

で、かつ、持分割合が同じである場合において、合筆することな

く当該隣接する複数の共有地を一体としてとらえて当該持分に応

じた分割をしたと認められるときは、一の共有物を分割した場合

に準じて非課税として取り扱って差し支えないこと。」として、

法７３条の２第２号の３の規定についての解釈・適用の指針が示

されている。  

⑷  遺留分に関する民法の定め及び判例  

民法９６４条の規定によれば、遺言者は、包括又は特定の名義

で、その財産の全部又は一部を処分することができる、ただし、

遺留分に関する規定に違反することができないとされる。  

また、民法１０２８条によれば、兄弟姉妹以外の相続人は、遺

留分として、直系尊属のみが相続人である場合を除き、それぞれ

被相続人の財産の２分の１の割合に相当する額を受けるとされ

る。そして、同順位の相続人が数人あるときの遺留分について

は、同法１０４４条により、同法９００条の法定相続分の規定が

準用される。したがって、相続人として子が数人あるときは、各

自の遺留分は相等しいもの（全血兄弟姉妹の場合）とされる（同

条４号準用）。  

民法１０３１条は、遺留分権利者は、遺留分を保全するのに必

要な限度で、遺贈及び１０３０条に規定する贈与の減殺を請求す

ることができるとする。  

判例によれば、この減殺請求権については、形成権であって、

その権利の行使は受贈者又は受遺者に対する意思表示によってな
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せば足り、必ずしも裁判上の請求による必要はなく、また一た

ん、その意思表示がなされた以上、法律上当然に減殺の効力を生

ずるものである（最高裁判所昭和４１年７月１４日判決・最高裁

判所民事判例集２０巻６号１１８３頁）とされており、減殺請求

権が行使されると、その遺贈又は贈与契約は失効するものと解さ

れる（ただし、例外として、民法１０４１条の規定による価額弁

償がなされた結果、受遺者又は受贈者が減殺請求権者に対する現

物返還の義務を免れた場合は、減殺の対象たる財産が、当初から

受遺者又は受贈者に帰属していた事実について、変動は結局生じ

ないことになる。）。  

⑸  減殺請求権行使後の遺留分権利者に帰属する権利の性質につい

て判示した平成８年最高裁判決について  

最高裁判所（平成３年 (オ )１７７２号）平成８年１月２６日判

決（以下「平成８年最高裁判決」という。最高裁判所民事判例集

５０巻１号１３２頁）は、遺言者の財産全部についての包括遺贈

に対して遺留分権利者が減殺請求権を行使した場合、遺留分権利

者に帰属する権利は遺産分割の対象となる相続財産としての性質

を有しないとする。  

そして、そのように解するのが相当である理由として、「特定

遺贈が効力を生ずると、特定遺贈の目的とされた特定の財産は何

らの行為を要せずして直ちに受遺者に帰属し、遺産分割の対象と

なることはなく、また、民法は、遺留分減殺請求を減殺請求をし

た者の遺留分を保全するに必要な限度で認め（１０３１条）、遺

留分減殺請求権を行使するか否か、これを放棄するか否かを遺留

分権利者の意思にゆだね（１０３１条、１０４３条参照）、減殺

の結果生ずる法律関係を、相続財産との関係としてではなく、請

求者と受贈者、受遺者等との個別的な関係として規定する（１０

３６条、１０３７条、１０３９条、１０４０条、１０４１条参

照）など、遺留分減殺請求権行使の効果が減殺請求をした遺留分
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権利者と受贈者、受遺者等との関係で個別的に生ずるものとして

いることがうかがえるから、特定遺贈に対して遺留分権利者が減

殺請求権を行使した場合に遺留分権利者に帰属する権利は、遺産

分割の対象となる相続財産としての性質を有しないと解される。

そして、遺言者の財産全部についての包括遺贈は、遺贈の対象と

なる財産を個々的に掲記する代わりにこれを包括的に表示する実

質を有するもので、その限りで特定遺贈とその性質を異にするも

のではないからである。」とする。  

⑹  共有物の分割に関する民法の定め  

民法２５６条によれば、各共有者は、いつでも共有物の分割を

請求することができ、同法２５８条によれば、共有物の分割につ

いて共有者間に協議が調わないときは、その分割を裁判所に請求

することができるとされる。  

共有物分割の効力は、遺産分割の場合のような特別の定め（民

法９０９条「遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効

力 を 生 ず る 。 た だ し 、 第 三 者 の 権 利 を 害 す る こ と は で き な

い。」）がないため、遡及しないものと解される。共有者間に協

議が調わず判決により分割された場合は、判決の形成効によるも

のであるから、判決確定日において共有物分割による物権変動の

効力が生じることとなる（新版注釈民法（７）物権（２）４７０

頁〔川井健〕参照）。  

⑺  不動産取得税の賦課方式に関する定め  

法７３条の１７の規定によれば、不動産取得税の徴収について

は、普通徴収（納税通知書を当該納税者に交付することによって

地方税を徴収すること。法１条１項７号。）の方法によることと

されている。  

⑻  不動産取得税の課税標準に関する定め  

法７３条の１３第１項によれば、不動産取得税の課税標準は、

不動産を取得した時における不動産の価格とするものとされてお
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り、条例４１条においては、不動産取得税は、不動産の取得に対

し、不動産を取得した時における不動産の価格を課税標準とし

て、当該不動産の取得者に課するとしている。  

また、法７３条の２１第１項本文によれば、固定資産課税台帳

に固定資産の価格が登録されている不動産については、当該登録

価格により当該不動産に係る不動産取得税の課税標準となるべき

価格を決定するものとされている。  

この課税標準につき、本件分割による取得時点において効力を

有する特例規定である法附則１１条の５第１項によれば、宅地評

価土地を取得した場合における当該取得に対して課する不動産取

得税の課税標準は、法７３条の１３第１項の規定にかかわらず、

当該土地の価格の２分の１の額とするとされており、条例４１条

かっこ書及び附則６条１項及び２項にも同趣旨の特例規定が置か

れている。  

⑼  不動産取得税の税率に関する定め  

不動産取得税の標準税率は、法７３条の１５の規定により１０

０分の４、東京都において課する不動産取得税の税率は、条例４

２条の規定により１００分の４とされているところ、これらの各

規定に対する本件分割による取得時点において効力を有する特例

として、法附則１１条の２の規定により、標準税率は１００分の

３とされ、条例附則５条の３第１項の規定により、東京都におい

て課する税率は、１００分の３とされている。  

２  以上を前提に、まず本件について、本件分割による取得が、不動

産取得税を非課税とする取得事由に該当するか否かについて、その

前段の本件遺留分減殺による取得にも触れつつ、以下検討する。  

⑴  本件遺留分減殺による取得について  

請求人は、故人の遺言によって包括受遺者とされた長女に対し

て、遺留分減殺請求を行った結果、遺留分に相当する持分１０分

の１の限度で、本件相続不動産に係る権利を取得したものである
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と認められる。  

民法の規定によると、遺言者の財産処分は遺留分に関する規定

に違反することができないとされ（９６４条）、遺留分権利者

は、兄弟姉妹を除く相続人に限られており（１０２８条）、同法

１０３０条により設けられた遺留分を侵害する贈与又は遺贈の減

殺を請求する権利は、形成権であって、遺留分権利者の一方的意

思表示のみで当該贈与又は遺贈の効力を失わせる効果を生じると

解されている（１・⑷）。  

不動産取得税における「不動産の取得」とは、不動産の取得者

が実質的に完全な内容の所有権を取得するか否かには関係なく、

所有権移転の形式による不動産の取得のすべての場合を含むもの

と解するのが相当であるとされているところ（１・⑴）、遺留分

減殺請求の結果、遺留分を侵害する限度で贈与又は遺言を失効さ

せて遺留分権利者が被相続人が処分した財産の一部に係る権利を

確保した場合、当該財産が不動産であれば、当該遺留分権利者に

おいて、不動産取得税における「不動産の取得」があったものと

解せられる。  

その場合の取得における相手方について検討するに、遺留分の

制度は、被相続人の財産処分の自由の原則に対し、相続財産の一

定割合を一定の範囲の相続人に留保するという目的から設けられ

ているもので、その目的を達成する手段として相続法が創設した

遺留分減殺請求権については、贈与又は遺贈の効力を遡及して一

方的に失わせる形成効を有するものと解されているものであるこ

とに鑑みると、減殺の結果確保した当該不動産に係る権利は、減

殺請求を行った権利者自身が被相続人の死亡により被相続人から

直接に取得したものと評価するのが妥当であると考えられる（経

過的事実として、受贈者又は受遺者が一旦取得し、これらの者を

経由して遺留分権利者が取得したものと評価するのは必ずしも相

当でない。登記実務は、一般に受遺者から減殺請求権者への移転
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登記を認めているが、登記の経緯をそのまま不動産の取得に係る

経過的事実とし、これに則して不動産取得税を賦課するべきもの

ではないと解する。）。そうとすると、その取得は、「相続によ

る不動産の取得」（法７３条の７第１号）に該当するものとし

て、不動産取得税については非課税とすべきこととなる。  

したがって、処分庁が、請求人の遺留分減殺請求権行使による

本件相続不動産についての持分の取得（本件遺留分減殺による取

得）に、不動産取得税を課さなかったことは正当である。  

⑵  本件分割による取得について  

前述のとおり、平成８年最高裁判決は、遺言者の財産全部につ

いての包括遺贈に対して遺留分権利者が減殺請求権を行使した場

合、遺留分権利者に帰属する権利は遺産分割の対象となる相続財

産としての性質を有しないとする（１・⑸）。  

本件は、包括受遺者である長女に対して請求人が遺留分減殺を

請求した場合であるから、上記最高裁判決を前提とすると、本件

遺留分減殺による取得の結果として請求人に帰属した本件相続不

動産についての権利は、相続財産ではないものである。すなわ

ち、当該権利は請求人の固有財産であることから、当該財産にか

かる分割手続は、物権法上の共有物分割手続であり、共有者間に

協議が調わない場合は、普通裁判所における訴訟手続（形成訴

訟）によるべきであって、遺産分割事件として家庭裁判所の管轄

（審判手続）となるものではないこととなる（新版注釈民法（２

８）相続（３）補訂版４８４頁〔高木多喜男〕、内田貴「民法

Ⅳ」補訂版親族・相続５２１頁等参照。）。  

本件分割による取得は、本件判決が、東京地方裁判所により平

成○年○月○日に言渡され、同年○月○日に確定したことより、

共有物分割を原因として、請求人が本件各土地を取得したもので

あって、実際上も物権法上の共有物分割手続が行われた結果であ

り、分割前の請求人の権利は、その性質上、請求人の固有財産で
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あるものとして手続が追行されていることは明らかである。そう

とすると、本件分割による取得を「相続による不動産の取得」と

することは、上記手続とも矛盾しており、理論上も成り立たない

こととなる。また、本件判決に基づく共有物分割の効果は本件判

決の確定日に発生するのであるから（１・⑹）、本件分割による

取得により請求人に帰属することとなった権利について、相続開

始時点に遡って直接故人から承継取得した財産であるとみなすこ

とも不可能である。  

したがって、本件分割による取得に係る不動産取得税の賦課に

関して、処分庁が、法７３条の７第１号の「相続による不動産の

取得」には該当しないものと認め、同条２号の３の「共有物の分

割による不動産の取得」に該当するものであることから、同号か

っこ書に則って、請求人の分割前の本件各土地に係る持分の割合

を超える部分の限度で、その取得について同税を賦課することと

したことは、適法・妥当な判断であるということができる。  

３  次に、本件各処分における税額について、その算定が、それぞれ

適正か否かを検証する。  

⑴  まず、税額算定の前提として、２・⑵に述べたとおり、本件分

割による取得については、法７３条の７第２号の３のかっこ書に

より、請求人の分割前の本件各土地に係る持分の割合を超える部

分の限度で、その各取得について不動産取得税が賦課されるべき

ものであるが、取扱通知の第５章・第１・５の２・⑵によれば、

不動産取得税を課する対象となりうる共有物の分割による不動産

の取得に関し、分割前において有していた持分の割合を超える取

得か否かの判断をする際の取扱いに当たっては、「複数の共有地

で互いに隣接し、その共有者が同一で、かつ、持分割合が同じで

ある場合において、合筆することなく当該隣接する複数の共有地

を一体としてとらえて当該持分に応じた分割をしたと認められる

ときは、一の共有物を分割した場合に準じて非課税として取り扱
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って差し支えないこと。」とされている（１・⑶）。さらに、こ

れに加えて、取扱通知の第５章・第１・５の２・⑴によれば、

「持分の割合とは、原則として、不動産の価格の割合と解すべき

ものであるが、意図的に租税回避を図ろうとする意思が認められ

ない場合については、不動産の面積の割合によっても差し支えな

いこと。」とされている。  

本件土地１及び本件土地２については、それぞれ、本件相続不

動産を構成していた他の数筆（本件土地１については２筆（後記

⑵・ア）、本件土地２については６筆（後記⑶・ア））の土地と

互いに隣接している状況にある（この意味で本件土地１又は本件

土地２と隣接している状況にある土地を、以下「隣接地」とい

う。なお、本件土地１と本件土地２との相互間には隣接関係はな

い。）。これらの土地はいずれも、本件分割による取得の時点前

は、共同相続人５名間の共有となっており、持分割合は、長女が

１０分の６、請求人ら妹４名が各１０分の１と共通であった。し

たがって、本件土地１及び本件土地２については、それぞれ、取

扱通知の第５章・第１・５の２・⑵に該当する事実があるため、

本件土地１及び本件土地２については、上記の意味で一体として

とらえるべき複数の共有地に係る請求人の持分の割合（１０分の

１）を超えて請求人が取得した部分の割合を特定し、その課税標

準を求めることが税額算定の前提として必要である。  

さらにその際、一体としてとらえる土地の分割前の持分の割合

を評価する方法（分割により取得した土地が分割前の持分の割合

を超えているか否かの判断、及び超えている場合の超過部分の価

格を算定するために必要である。）については、取扱通知の第５

章・第１・５の２・⑴によれば、二通りの方法が考えられること

となる。すなわち、①一体としてとらえる各土地についての不動

産の価格を基準として算定した割合によるか、②一体としてとら

える各土地についての不動産の面積を基準として算定した割合に



 

- 13 -  

よるかにより、結果的に、課税すべき部分についての課税標準の

額が異なることになるから、この点も考慮に入れたうえ、以下検

討を行うこととする。  

⑵  本件土地１の取得に係る不動産取得税の税額算定について  

ア  本件土地１（６２６．４０㎡）の隣接地は、○○区○○○丁

目○番○所在の宅地５１７．８０㎡（以下「隣接地１の１」と

いう。）及び○○区○○○丁目○番○所在の宅地４８０．００

㎡（以下「隣接地１の２」という。）の２筆であり、取扱通知

により不動産取得税の課税実務においては、本件土地１、隣接

地１の１及び隣接地１の２を併せて一体の土地として、一体の

土地に係る持分の割合を基にして共有物分割がなされたものと

取扱うこととなる。  

イ  また、これらの土地の価格（１・⑻に述べたところにより、

以下土地の価格とは、不動産取得税の課税標準となる固定資産

税課税台帳に登録された価格の２分の１の額をいうものとす

る。下記⑶及び⑷の項においても同様とする。）は、それぞ

れ、本件土地１が、６４，１２７，７００円、隣接地１の１

が、５１，７１７，８６０円、隣接地１の２が、６２，４０

７，２００円である。  

ウ  （不動産の価格の割合を基準とした場合）  

本件土地１、隣接地１の１及び隣接地１の２の上記イの価格

を合算するとその額は、１７８，２５２，７６０円であり、こ

れら相隣接する共有地に係る請求人の持分の割合が１０分の１

であるから、この価格に１０分の１を乗ずると、分割前の上記

一体の土地に係る請求人の持分は、価格の割合において、１

７，８２５，２７６円に相当することなる。一方、請求人が分

割により取得した本件土地１の価格は、６４，１２７，７００

円である。この両者を比較すると、不動産の価格を基準とした

場合、分割前の一体の土地に係る請求人の持分の割合を超えて
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請求人が取得した部分の価格は、６４，１２７，７００円－１

７，８２５，２７６円＝４６，３０２，４２４円となる。  

エ  （不動産の面積を基準とした場合）  

本件土地１、隣接地１の１及び隣接地１の２の面積（上記ア

参照）の合計は、１，６２４．２０㎡であり、これら相隣接す

る共有地に係る請求人の持分の割合が１０分の１であるから、

この合計面積に１０分の１を乗ずると、分割前の上記一体の土

地に係る請求人の持分は、面積の割合において、１６２．４２

㎡に相当することとなる。一方、請求人が分割により取得した

本件土地１の面積は、６２６．４０㎡である。この両者を比較

すると、不動産の面積を基準とした場合、分割前の一体の土地

に係る請求人の持分の割合を超えて請求人が取得した部分は、

６２６．４０㎡－１６２．４２㎡＝４６３．９８㎡となる。こ

の面積に本件土地１の１㎡あたりの価格を乗じて当該部分の価

格を算出すると、４６３．９８㎡×（６４，１２７，７００÷

６２６．４０）円／㎡＝４７，４９９，９５２円（１円未満の

端数切捨て）となる。  

オ  本件土地１の取得において、不動産取得税を賦課すべき法７

３条の７第２号の３かっこ書に該当する部分に係る課税標準に

ついては、上記ウ（４６，３０２，４２４円）又はエ（４７，

４９９，９５２円）のいずれかの結論に基づいて決定すべきで

あるが、取扱通知の第５章・第１・５の２・⑴によると、価格

の割合及び面積の割合いずれの基準によっても差し支えないこ

ととされている。そこで、請求人に有利なウの額を選択し、４

６，３０２，０００円（法２０条の４の２第１項の規定によ

り、課税標準額の計算においては千円未満の端数金額は切捨て

る。）を、課税標準額として採用することが相当であると考え

られる。  

カ  そして、上記により決した課税標準額４６，３０２，０００
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円に、東京都において課する不動産取得税の税率１００分の３

（１・⑼）を乗じた額１，３８９，０００円（法２０条の４の

２第３項の規定により、地方税の確定金額の百円未満の端数金

額は切捨てる。）が、請求人の本件土地１の取得に賦課すべき

不動産取得税の税額となるものである。  

⑶  本件土地２の取得に係る不動産取得税の税額算定について  

ア  本件土地２（２８２㎡）の隣接地は、○○区○○○丁目○番

○所在の畑８１１㎡（以下「隣接地２の１」という。）、○○

区○○○丁目○番○所在の宅地８８７．１２㎡（以下「隣接地

２の２」という。）、○○区○○丁○目○番○所在の宅地５４

３．１９㎡（以下「隣接地２の３」という。）、○○区○○○

丁目○番○所在の宅地５１．２９㎡（以下「隣接地２の４」と

いう。）、○○区○○○丁目○○番○所在の宅地９９．００㎡

（以下「隣接地２の５」という。）、及び○○区○○○丁目○

番○所在の宅地 ３５．３１ ㎡（以下「隣接地２の６」とい

う。）の６筆であり、取扱通知により不動産取得税の課税実務

においては、本件土地２及び隣接地２の１ないし隣接地２の６

を併せて一体の土地として、一体の土地に係る持分の割合を基

にして共有物分割がなされたものと取扱うこととなる。  

イ  また、これらの土地（なお、共有物分割時において、本件土

地２及び隣接地２の１は、いずれも登記上の地目が畑とされて

いるが、固定資産税課税台帳に価格が登録されている宅地評価

土地である。）の価格は、それぞれ、本件土地２が、３０，３

０７，９５０円、隣接地２の１が、８７，１６２，２２５円、

隣接地２の２が、８７，３１９，２２０円、隣接地２の３が、

５７，２４１，３６０円、隣接地２の４が、４，０００，６２

０円、隣接地２の５が、９，１６９，８７５円、隣接地２の６

が、２，９３１，６１０円である。  

ウ  （不動産の価格の割合を基準とした場合）  
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本件土地２及び隣接地２の１ないし隣接地２の６の上記イの

価格を合算するとその額は、２７８，１３２，８６０円であ

り、これら相隣接する共有地に係る請求人の持分の割合が１０

分の１であるから、この価格に１０分の１を乗ずると、分割前

の上記一体の土地に係る請求人の持分は、価格の割合におい

て、２７，８１３，２８６円に相当することなる。一方、請求

人が分割により取得した本件土地２の価格は、３０，３０７，

９５０円である。この両者を比較すると、不動産の価格を基準

とした場合、分割前の一体の土地に係る請求人の持分の割合を

超えて請求人が取得した部分の価格は、３０，３０７，９５０

円－２７，８１３，２８６円＝２ ,４９４ ,６６４円となる。  

エ  （不動産の面積を基準とした場合）  

本件土地２及び隣接地２の１ないし隣接地２の６の面積（上

記ア参照）の合計は、２ ,７０８．９１㎡であり、これら相隣

接する共有地に係る請求人の持分の割合が１０分の１であるか

ら、この合計面積に１０分の１を乗ずると、分割前の上記一体

の土地に係る請求人の持分は、面積の割合において、２７０．

８９１㎡に相当することとなる。一方、請求人が分割により取

得した本件土地２の面積は、２８２㎡である。この両者を比較

すると、不動産の面積を基準とした場合、分割前の一体の土地

に係る請求人の持分の割合を超えて請求人が取得した部分は、

２８２㎡－２７０．８９１㎡＝１１．１０９㎡となる。この面

積に本件土地２の１㎡あたりの価格を乗じて当該部分の価格を

算出すると、１１．１０９㎡×（３０，３０７，９５０÷２８

２）円／㎡＝１，１９３，９３９円（１円未満の端数切捨て）

となる。  

オ  本件土地２において、不動産取得税を賦課すべき法７３条の

７第２号の３かっこ書に該当する部分に係る課税標準について

は、上記ウ（２ ,４９４ ,６６４円）又はエ（１，１９３，９３
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９円）のいずれかの結論に基づいて決定すべきであるが、取扱

通知の第５章・第１・５の２・⑴によると、価格の割合及び面

積の割合いずれの基準によっても差し支えないこととされてい

る。そこで、請求人に有利なエの額を選択し、１，１９３，０

００円（法２０条の４の２第１項の規定により、課税標準額の

計算においては千円未満の端数金額は切捨てる。）を、課税標

準額として採用することが相当であると考えられる。  

カ  そして、上記により決した課税標準額１，１９３，０００円

に、東京都において課する不動産取得税の税率１００分の３

（１・⑼）を乗じた額３５，７００円（法２０条の４の２第３

項の規定により、地方税の確定金額の百円未満の端数金額は切

捨てる。）が、請求人の本件土地２の取得に賦課すべき不動産

取得税の税額となるものである。  

⑷  本件土地３の取得に係る不動産取得税の税額算定について  

ア  本件土地３の価格は、１９，７１２，３４０円である。  

イ  本件土地３の取得については、分割前の請求人の持分１０分

の１の割合を超える部分（分割前に長女に帰属していた１０分

の６及び同じく他の共同相続人３名に帰属していた各１０分の

１、合計１０分の９の割合の部分）の取得が、法７３条の７第

２号の３かっこ書に該当するから、その限度で不動産取得税の

課税対象となる。  

ウ  上記アの価格に１０分の９を乗じた金額を算定すると、１

７，７４１，１０６円となるところ、法２０条の４の２第１項

の規定により、千円未満の端数金額を切捨てた１７，７４１，

０００円が、本件土地３の取得についての不動産取得税の課税

標準額となる。  

エ  上記課税標準額１７，７４１，０００円に、東京都において

課する不動産取得税の税率１００分の３（１・⑼）を乗じた額

５３２，２００円（法２０条の４の２第３項の規定により、地
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方税の確定金額の百円未満の端数金額は切捨てる。）が、請求

人の本件土地３の取得に賦課すべき不動産取得税の税額となる

ものである。  

⑸  以上、⑵・カ、⑶・カ及び⑷・エに述べたとおり、本件分割に

よる取得において、請求人に課すべき不動産取得税の税額は、本

件土地１の取得に係るものが、１，３８９，０００円、本件土地

２の取得に係るものが、３５，７００円、本件土地３の取得に係

るものが、５３２，２００円となる。  

本件各処分における税額（別紙２賦課処分目録参照）は、これ

らの額にいずれも一致しており、違算等の事実は認められないこ

とは明らかである。  

４  請求人の主張について  

⑴  請求人は、本件各土地の取得について、法定相続における遺産

分割と並行的に考えて非課税とするべきなのに、一連の流れを本

件遺留分減殺による取得と本件分割による取得とに分断して、そ

の一部である後者に賦課処分を行った処分庁の裁量判断は恣意的

である旨主張する。  

しかしながら、共有物分割に先立って遺留分減殺請求が行われ

た本件の場合を、通常の遺産分割の場合と同視することはできな

い。遺言者の財産全部についての包括遺贈に対して遺留分権利者

が減殺請求権を行使した場合、遺留分権利者に帰属する権利は遺

産分割の対象となる相続財産としての性質を有しないとするべき

ことは、平成８年最高裁判決が明示しているところである。そう

とすると、本件判決前の長女と請求人ら妹４名とによる本件相続

不動産の共有は、遺産の共有ではなく、共有者各人が固有財産と

してそれぞれ共有持分を有している状態である。したがって、本

件遺留分減殺による取得と本件分割による取得は、相続法と物権

法とそれぞれ別々の理念に基づく法規制に服するものであって、

またそれぞれの法律要件が具備された際のその法的効力の発生時
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点も異なるものであるから、処分庁がこれらについて、それぞれ

個別に不動産取得税賦課処分の可否を検討したことには、何ら誤

っている点はないというべきである。  

平成８年最高裁判決は、それ以前に下級審等で見解がある程度

分かれていた論点に対し、一定の法律的判断を示したものであっ

て、法の規定に則って遂行されるべき課税実務において、最高裁

判所の判断を尊重することは当然のことであるから、請求人の主

張は失当とするほかはない。  

⑵  また、請求人は、非課税規定について、「担税能力の欠如」と

いう立法趣旨を強調して主張している。これは、かかる立法趣旨

に合うような事実関係が認められる場合には、課税庁の裁量によ

り非課税とするべきであるとの主張のようにも考えられる。  

しかし、平成８年最高裁判決を前提とする以上、本件分割によ

る取得を、「相続による不動産の取得」とすることが理論上でき

ないことは、既に述べたとおりであって、本件分割による取得に

ついては非課税規定（法７３条の７第１号）の適用要件を欠いて

いることが文理上明らかなのである。租税法の非課税要件を定め

る規定については、租税負担公平の原則から、不公平の拡大を防

止するため、解釈の狭義性、厳格性が強く要請されており（最高

裁判所平成元年１１月３０日判決・税務訴訟資料１７４号８２３

頁、その原審大阪高等裁判所昭和６３年１０月２６日判決・税務

訴訟資料１６６号３５８頁。なお、前記１・⑴において引用した

最高裁判所昭和４８年１１月１６日判決も、「租税法の規定はみ

だりに拡張適用すべきものではない」としている。）、本件の場

合に、遺留分減殺請求から共有物分割を経た請求人における本件

各土地の取得について、実質的に故人の相続財産の共同相続人間

の処理であるとして、規定を拡張して解釈し、あるいは、規定を

類推適用して、非課税として取り扱うことは許されないものであ

るというほかはない。  
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⑶  さらに、請求人は、本件分割による取得が、法７３条の７第２

号の３の「共有物の分割による不動産の取得」に該当するとして

も、本件判決が、多数の土地・家屋から構成される本件相続不動

産を一括して分割し、長女及び請求人ら妹４名それぞれの単独所

有となるように取得者を決定していることから、分割前の複数の

土地及び家屋を一括した共有物全体を「分割前の当該共有物」と

捉えるべきであって、これに対する「持分の割合を超える取得」

は、請求人においては存在せず、課税は有り得ないと主張する。  

しかし、本件判決が、一括分割という語を使用しているとして

も、それは分割前の多数の共有物を物権法上一個の物として取扱

ったものではないのであって、多数の共有不動産の分割を、それ

らがたとえ複数か所に分かれて存在するときでも、同時に行うこ

とによって（個々の共有不動産を別々の機会に分割する場合に、

代償分割の方法によって、対象となる共有不動産を共有者のうち

の一人の単独所有にすると、その都度、取得者から他の共有者へ

の全面的な価格賠償が発生することとなる。）、最終的な代償金

の額ができるだけ少額となることを考慮に入れて、個々の不動産

について、それぞれ共有者各人の単独所有となる結論をとれるよ

うに調整を図ったものに過ぎないのであって、複数の共有物を共

有者間の合意によって分割する場合に選択し得る一つの方法を、

裁判所が分割を行うに際しても採用することが許されるとするも

のであり、実体としては、個々の共有物の分割の集合（個々の共

有不動産については、それぞれ代償分割であると解せられるが、

同時に多数の共有不動産の分割がなされるため、共有者相互間の

価額賠償債務について対当額で相殺される結果、債務を負う共有

者が限定され、債務を負う者の債務額も圧縮され、支払能力の問

題も軽減されることとなる。）であることは明らかである。  

一方、「共有物の分割による取得（当該不動産の取得者の分割

前 の 当 該 共 有 物 に 係 る 持 分 の 割 合 を 超 え る 部 分 の 取 得 を 除
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く。）」（法７３条の７第２号の３）という条文の、「当該不動

産」及び「当該共有物」という語は、それぞれ、原則どおり一個

の物権の対象となる一個の不動産を単位に解釈するべきであり、

土地の場合であれば、土地の単位である１筆ごとの土地につい

て、同条項は適用されるべきでものである。この解釈をとること

と、本件判決が一括分割の方法を採用したこととは何ら矛盾する

ものではないのである。  

ところで、法７３条の２第２号の３の解釈適用に関しての技術

的助言に当たる取扱通知の３第５章・第１・５の２・⑵によれ

ば、「複数の共有地で互いに隣接し、その共有者が同一で、か

つ、持分割合が同じである場合において、合筆することなく当該

隣接する複数の共有地を一体としてとらえて当該持分に応じた分

割をしたと認められるときは、一の共有物を分割した場合に準じ

て非課税として取り扱って差し支えないこと。」とされている

が、これは、複数の共有地の分割であっても、法の適用に当たっ

ては、原則どおり１筆ごとの共有地について考えるべきであるこ

とを当然の前提としているものであって、その上で、特に「複数

の共有地で互いに隣接し、その共有者が同一で、かつ、持分割合

が同じである場合」については、理論上は何らの物権変動を伴な

うことなく、直ちにこれらを合筆して一個の共有地とすることが

可能なものであり、合筆後１筆となった場合には、法７３条の７

第２号の３の非課税規定が何ら留保なく適用できることとなるこ

ととの均衡上、敢えて、共有物分割前に合筆を行うという段階を

踏むことがなくとも、法の規定の適用に当たっては、一個の共有

地の分割に準じた取扱いをすることについて、これを妨げないと

することを示しているものであると考えられる。  

これらのことを前提として請求人の主張を見ると、その主張

は、「複数の共有地で互いに隣接し」という要件を欠いているた

めに合筆して一個の土地とすることが不可能な場合にまで、それ
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らを分割前の一体の土地ととらえるべきとするものであると解せ

られ、上記述べた原則にはおよそ適合する余地がないものである

から、採用することはできないものである。仮に「複数の共有地

で互いに隣接し」という要件を不要とし、数か所に分かれて存在

する多数の共有地について、これを一括して法７３条の７第２号

の３かっこ書の「分割前の当該共有物」と解することが許される

とすれば、例えば、東京都内と他県内とに分かれて所在する多数

の共有地を一括して分割し、その結果、東京都内と他県内の複数

の土地を取得した者に対して不動産取得税の賦課処分を検討する

場合、課税対象となるべき「分割前の当該共有物に係る持分の割

合を超える部分の取得」を、どのように捉えたらよいのか、課税

権を有する地方団体間の調整という点も併せて、著しい困難が発

生することとなるのである。このような錯綜した結果を招く法の

解釈は回避すべきであり、少なくとも、「複数の共有地で互いに

隣接し」ていることは、上記非課税規定適用の許容範囲を限定す

るための要件として、必須のものと解さざるを得ないのである。  

⑷  以上のとおりであるから、請求人の主張には、いずれも理由が

あるとすることはできない。  

５  請求人の主張以外の違法性又は不当性についての検討  

また、本件各処分において、そのほか上記２ないし４に述べたと

ころにより検討した以外の点においても、違法又は不当があるとは

認められるものではない。  

 

以上のとおり、審査会として、審理員が行った審理手続の適正性や  

法令解釈の妥当性を審議した結果、審理手続、法令解釈のいずれも適正

に行われているものと判断する。  

よって、「第１  審査会の結論」のとおり判断する。  
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近藤ルミ子、山口卓男、山本未来  
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